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第３５回「肝臓週間」の実施について

ウイルス性肝炎は、国内最大級の感染症であり、検査から治療まで継ぎ目の

ない仕組みの構築が求められております。そのため、厚生労働省では、「肝炎

対策基本指針」に基づき、肝硬変・肝がんへの移行者を減らすことを目標とし

て、肝炎医療、肝炎ウイルス検査、普及啓発、研究などの「肝炎総合対策」を

推進しているところです。

このような総合対策が円滑に機能するためには、肝炎について急速に進展し

ている知見の集積に基づく正しい知識を医療関係者のみならず国民各位に持っ

ていただくことが極めて重要です。さらに、国民一人一人が、肝疾患について

の正しい知識を持つことは、地域や職場における肝疾患を予防する上で重要で

あるのみならず、患者や感染者の方々への差別や偏見を防止する上でも重要で

す。

肝疾患についての正しい知識の普及と予防の重要性についての認識を高める

ことを目的として、平成３年度から公益財団法人ウイルス肝炎研究財団の主催

により「肝臓週間」が実施されているところであり、令和７年度においても別

紙のとおり実施されることとなっています。

ついては、貴職におかれましてもこの週間に合わせて正しい知識の普及啓発

に積極的に努めていただくとともに、これを契機に関係機関とも十分な連携を

図りつつ継続的な啓発活動を実施していただくようお願いします。






